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九
五
年
三
月
に
五
名
の
日
本
人
専
任
教
員
（
組
合
員
）
が
不
当
解
雇
さ
れ
た
（
第
一
次
解
雇
）
。
と
こ
ろ
が
、
学
園
側
は
福 

 
 

祉
専
門
学
校
（
東
京
国
際
福
祉
専
門
学
校
・
厚
生
省
指
定
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
／
東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
一
一
番
七 

号
）
の
新
設
を
準
備
し
て
い
た
。
厚
生
省
担
当
官
は
「
労
働
争
議
の
発
生
は
教
育
環
境
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
「
経
営
危 

 

機
を
理
由
と
し
て
解
雇
し
て
い
る
な
ら
実
態
を
調
査
す
る
」
と
学
園
に
解
決
を
指
導
し
、
そ
の
結
果
、
同
年
一
一
月
に
争
議
は

一
端
解
決
を
し
た
。
解
決
に
際
し
て
は
、
和
解
条
項
の
一
つ
と
し
て
解
雇
さ
れ
た
当
該
な
ら
び
に
組
合
よ
り
厚
生
省
へ
上
申
書

も
提
出
致
し
た
。
し
か
し
、
解
決
か
ら
四
カ
月
後
、
厚
生
省
の
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
の
指
定
が
出
た
翌
日
の
九
六
年
三
月
二

〇
日
、
学
園
は
教
員
組
合
三
役
以
下
組
合
員
の
専
任
教
員
八
名
を
不
当
解
雇
（
第
二
次
解
雇
）
、
更
に
九
七
年
三
月
に
は
残
る 

 

組
合
員
を
解
雇
し
た
（
第
三
次
解
雇
）
。
現
在
、
東
京
地
方
裁
判
所
な
ら
び
に
東
京
都
地
方
労
働
委
員
会
で
係
争
中
で
あ
る
。 

東
京
国
際
学
園
東
京
外
語
専
門
学
校
（
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
三
番
八
号
）
に
お
い
て
、
「
学
生
数
減
少
」
を
口
実 

 

に
、
実
は
組
合
つ
ぶ
し
を
狙
い
に
外
国
人
教
員
を
中
心
に
一
六
名
の
専
任
教
員
（
一
三
名
外
国
人
、
三
名
日
本
人
、
す
べ
て
全

国
一
般
労
働
組
合
東
京
南
部
東
京
外
語
専
門
学
校
教
員
組
合
組
合
員
）
が
不
当
解
雇
さ
れ
、
解
雇
の
撤
回
を
求
め
て
大
き
な
労

働
争
議
が
発
生
し
て
い
る
。 

専
門
学
校
に
於
け
る
外
国
人
教
員
に
対
す
る
大
量
解
雇
・
権
利
侵
害
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

長
期
に
わ
た
っ
て
解
雇
争
議
が
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
校
現
場
が
き
わ
め
て
不
正
常
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
。
高
等

学
校
の
多
く
の
教
職
員
が
学
校
の
状
態
を
危
惧
し
、
早
期
の
解
決
を
求
め
る
署
名
を
七
千
筆
以
上
集
め
る
な
ど
の
動
き
も
お
き

て
い
る
。 

ま
た
、
日
本
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
大
量
解
雇
・
権
利
侵
害
事
件
と
し
て
、
国
際
的
な
注
目
を
集
め
、
世
界
教
員
組
合
連

盟
（
Ｅ
Ｉ
）
を
は
じ
め
傘
下
の
各
国
の
教
職
員
組
合
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
会
議
な
ど
が
支
援
を
決
定
し
、
日
本
国
政
府
宛
に

も
争
議
解
決
を
指
導
す
る
よ
う
要
請
書
も
送
付
す
る
な
ど
国
際
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。 

一 

不
正
常
な
教
育
環
境
に
つ
い
て 

（
二
） 

正
常
化
に
向
け
て
学
園
を
指
導
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。
ま
た
、
所
轄
庁
の
東
京
都
へ

は
指
導
を
し
て
い
る
か
。
指
導
（
あ
る
い
は
指
示
）
予
定
が
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
故
か
。 

（
一
） 

九
五
年
以
来
五
年
に
及
ぶ
争
議
が
継
続
し
、
教
育
環
境
は
大
変
不
正
常
な
状
態
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
か
。
現
状
を
教
育
環
境
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が 

 

か
。 

よ
っ
て
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

二 

 



 

三 

外
国
人
教
員
の
大
量
解
雇
・
権
利
侵
害
事
件
に
つ
い
て 

二 

厚
生
省
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
に
関
係
し
て 

（
二
） 

各
要
請
に
対
し
て
回
答
は
し
た
の
か
。
要
請
を
受
け
て
学
園
に
対
し
て
政
府
は
争
議
解
決
を
指
導
し
な
い
の
か
。 

（
一
） 

本
件
解
雇
事
件
は
、
日
本
に
於
け
る
外
国
人
教
員
の
大
量
解
雇
・
権
利
侵
害
事
件
と
し
て
、
国
際
的
な
注
目
を
集

め
、
世
界
教
員
組
合
連
盟
（
Ｅ
Ｉ
）
を
は
じ
め
傘
下
の
各
国
の
教
職
員
組
合
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
会
議
な
ど
が
政

府
（
あ
る
い
は
現
地
日
本
大
使
館
）
宛
に
も
争
議
解
決
を
指
導
す
る
よ
う
要
請
書
も
送
付
し
た
り
し
て
い
る
が
、
そ

の
点
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
る
の
か
。
国
際
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。 

（
二
） 

学
園
は
、
学
生
数
減
少
に
よ
る
財
務
状
況
の
悪
化
を
理
由
に
教
員
の
解
雇
を
行
っ
て
い
る
が
、
政
府
は
学
園
の
財

務
状
況
を
把
握
し
て
い
る
の
か
。
財
務
状
況
が
悪
化
し
て
い
る
の
な
ら
指
定
解
除
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
指
定
解

除
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
何
故
か
。 

（
一
） 

学
園
は
、
厚
生
省
を
騙
し
一
旦
争
議
を
解
決
し
た
よ
う
に
見
せ
か
け
な
が
ら
、
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
の
指
定
が

出
る
や
否
や
、
新
た
な
解
雇
事
件
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
承
知
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
政

府
の
見
解
は
い
か
が
か
。 

三 

 



 

 

四 

指
導
予
定
が
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
故
か
。 

右
質
問
す
る
。 


